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ペダルなし二輪遊具のＳＧ基準 

SG Standard for two-wheeled playground equipment with no pedal 

 

１． 基準の目的 

この基準は、ペダルなし二輪遊具の安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項に 

ついて定め、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図ることを目的とする。 

 

 

２． 適用範囲 

この基準は、ペダルなし二輪遊具について適用する。 

ここでいうペダルなし二輪遊具とは、幼児が遊具として使用するペダルがない二輪車であって、フレーム体、車

輪、ハンドル、サドルを有しており、推進力は足裏で地面をけることによって得るものをいう。車輪径は車輪の

呼び「14」(14インチ)を上限とする。 

 

   

３． 種類 

ペダルなし二輪遊具の構造の種類は次のとおりとする。     

１ ブレーキのあるもの 

２ ブレーキのないもの 

 

ペダルなし二輪遊具の形状の種類は次のとおりとする。 

イ ペダルなし二輪遊具単体のもの 

ロ ペダルなし二輪遊具以外の形状に変形するもの 

 

ペダルなし二輪遊具の販売時の形態の種類は次のとおりとする。 

A 完全組立車で販売されるもの 

B 完全組立車で販売されないもの（購入者・使用者が組立を行うことを前提に販売するもの）※ 

 

 

４．安全性品質 

項目 基準 基準確認方法 

１．外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ペダルなし二輪遊具の外観は次

のとおりとする。 

(1) 通常の走行、取扱操作および点

検のとき、身体に危害を及ぼす

おそれのある鋭いかど、とがり、

ばり、かえりなどがないこと。 

(2) 各部の仕上げは良好で、著しい

ガタ等がないこと。 

(3) ブレーキを有するものにあって

は、ブレーキレバーの端部は丸

め加工を施すこと。 

(4) 外部に現れるボルト・ナットな

どの先端は、著しく突出してい

ないこと。 

(5) サドルは正しく組付けたとき、

前後左右に著しい傾きがないこ

と。 

(6) 上方から見た時に前後車輪の回

転の中心面はフレーム体の中心
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項目 基準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．各部の

構造および

寸法 

2.-1 一般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線上にあること。 

(7) ハンドルは首、頭などが挟まれ

ない構造であること。 

(8)ペダルユニットを取り付けるこ

とのできる製品にあっては、 

  次に掲げるリフレックスリフレ

クタを備えなければならない。 

 ・反射光が白色となるフロントリ

フレクタ又は反射テープを前車

輪ハブ軸より上方に備えるこ

と。 

 ・反射光が赤色となるリヤリフレ

クタを後輪ハブ軸より上方に備

えること。 

 ・反射光が黄色となるペダルリフ

レクタをペダルの前面および後

面に備えること。 

 ・反射光が白色又は黄色となるサ

イドリフレクタ又は反射テープ

を車体両側面から確認できる位

置に備えること。 

(9)ペダルユニットを取り付けるこ

とのできる製品にあっては、 

  衣服、手足などの嚙み込みを防

止するためのチェーンケースを

備えること。 

 

2. 各部の構造および寸法は次のと

おりとする。 

 

2-1 ペダルなし二輪遊具の完成車状

態における構造および寸法は次のと

おりとする。 

(1)ペダルなし二輪遊具の幅は○mm以

上○mm以下であること。 

(2)ハンドル操作はスムースにできる

こと。ハンドルバーにパッドカバ

ーを装着するものはハンドル操作

に影響がないこと。 

(3)車輪とフレームまたはフロントフ

ォークとを固定する取り付け部に

は、クイックレリーズ機構を使用

していないこと。 

(4)脱輪を防止する措置が講じられて

いること。 

(5)車輪の回転はスムースで異音・ガ

タが生じないこと。 

(6)ハンドルポスト（又はハンドルス

テム）及びシートポストは、はめ
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項目 基準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-2 ブレ

ーキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-3 操作

部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合わせ限界標識を有し、はめ合わ

せ限界を超えない位置で固定され

ていること。 

(7)ペダルユニットを取り付けること

のできる製品にあっては、ペダル

ユニットを取り付けた時のペダル

接地角は○°以上であること。 

 

2-2 ブレーキを有するものにあって

は、次の各号に適合するものであるこ

と。 

(1)ブレーキワイヤの長さは、操作上

必要な長さとし、著しいたるみが

ないこと。またブレーキ系統は円

滑に作動すること。なお、インナ

ーワイヤの末端は、ほつれないよ

う○N の離脱力に耐えるワイヤキ

ャップなどによって処理している

こと。 

(2)ブレーキレバーは、前ブレーキ用

にあってはハンドルバーの右、後

ブレーキ用にあってはハンドルバ

ーの左に配置すること。 

(3)ブレーキレバーの外側とにぎりの

外側との距離はレバー先端から○

mmの部分を除き、○mm以内に調整

可能であること。 

(4)後ブレーキの制動力は、レバー先

端から○mmの位置に○Nの操作力

を加えた時に 40N 以上であるこ

と。前ブレーキの制動力は、○Nの

操作力を加えたときに○N 以上○

N以下であること。 

  なお、操作力を加えた際に、ブレ

ーキレバーが引ききった状態でグ

リップに接触してもよいものとす

る。 ただし、○Nの操作力を加え

た際には接触しないこと。 

2-3. ペダルなし二輪遊具の操作部は

次のとおりとする。 

(1) ハンドル操作角度 

操作角度がその構造等により制限

されないものにあっては、取扱説

明書にその旨および使用上の注意

事項を記載すること。 

(2)にぎり 

にぎりの指がかかる部分の円周長

さは○mm 以上○mm 以下の範囲で

あること。 
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項目 基準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

３．強度 

3.-1 操作

部 

 

 

3.-2 足載

せ部 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-3 走行

耐久性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-4 耐衝

撃 

 

 

 

 

 

 

 

(3)グリップエンドプロテクタ 

  にぎりの外端部は樹脂製のグリッ

プエンドプロテクタであって、グ

リップエンド外周端とグリップ表

面の段差は○mm以上であること。 

 

3. 各部の強度は次のとおりとする。 

3-1. 前車輪を左右に動かないように

固定し、ハンドルバーに○N・m

のトルクを加えたとき、ハンド

ルバーが回転しないこと。 

3-2. 足載せ（足置き）を有するもの

にあっては、強度試験を行った

とき、破断・き裂などの異状が

ないこと。 

   但し、足載せ（足置き）の構造

がフレームと一体もしくは、実

質的にフレームそのものが足載

せ（足置き）に加わる力を負担

する構造のものにあっては、本

項を適用しない。 

3-3. 走行耐久性試験を行ったとき、

各部に破損、変形、き裂ならびに使用

上支障のある異状がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4側方転倒試験および落下衝撃試験

を行ったとき、各部に破損、変形、き

裂ならびに使用上支障のある異状が

ないこと。 
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項目 基準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

(1)合成樹脂材料製のグリップおよび

グリップエンドプロテクタ、並びに

合成樹脂・合成繊維材料附属品は、

人体に有害な影響を与えないもの

であること。 

 

(2)金属材料は防錆処理が施されてい

ること。 

 

 

5. ベル、スタンド等の付属品を有す

るものにあっては、身体に危害を

及ぼすおそれのある鋭いかど、と

がり、ばり、かえりなどがないこ

と。 

 

 

 

 

 

５． 表示および取扱説明書 

項目 基準 基準確認方法 

１． 表示 

 

 

 

1．ペダルなし二輪遊具には、フレ

ームの見やすい箇所に容易に消え

ない方法で、次に掲げる事項を表

示すること。 
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項目 基準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 取扱説

明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)申請者（製造業者、輸入業者等）

の名称又はその略号                     

(2)製造年月若しくは輸入年月又

はその略号 

(3)製造ロットなどを示す車体番

号 

(4)適用年齢範囲および耐荷重 

(5)交通のひんぱんな道路におい

て使用しない旨。坂道で使用し

ない旨。についてステッカーな

どで表示すること｡ 

(6)前後輪両方にブレーキを有す

るものは、前ブレーキのみで制

動しない旨。また、転倒につな

がる急ブレーキを避ける旨。 

(7)空気を入れるタイヤを有する

ものにあっては、標準空気圧又

は最大空気圧を（タイヤを使用

状態に装着したときのサイド

ウォール部に）表示すること。 

 

2.ペダルなし二輪遊具の取扱説明

書には次の主旨を記載したも

のを添付すること。ただし、該

当しない注意事項については

明示しなくてもよい。 

なお、一般消費者（保護者等）

が容易に理解できるよう図で

明示するのが望ましい。また、

特に注意を必要とする事項は、

文字を大きくしたり、色別にす

るなどして、強調することが望

ましい。  

(1)保護者等は、取扱説明書を必ず

読み、読んだ後、保管すること。 

また、乗員に使用上の注意事項

を説明し理解させる旨。 

(2)交通のひんぱんな道路におい

て使用しない旨。坂道で使用し

ない旨。 

(3)自動車の周辺で使用しない旨。 

(4)乗車時は、保護者等の目の届く

ところで使用し、注意を払う

旨。 

(5)ヘルメットを着用する旨。 

(6)プロテクタの着用を推奨する

旨。 

(7)使用前に各部の点検を行い、異

状があるときは使用しない旨。
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項目 基準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

および点検・調整に関する方

法。特にサドル高さは制動を足

に頼るため乗員がサドルに座

った際にひざを少し曲げた状

態で両足裏が路面につくよう

に調整する旨。 

(8)走行中に前車輪に乗員の着衣

や足等が挟み込まれて前車輪

がロックして前のめりに転倒

しやすいことへの注意を記載

する旨。 

(9)制動は足に頼るため、安全な距

離を保ち、速度を出し過ぎない

ように使用する旨。 

(10) ○歳以下の幼児はブレーキ

操作能力の個人差や握力が限

定されるためブレーキレバー

操作のみにのみに頼った制動

には限界があり、主たる制動は

足で行うことが望ましい旨。 

(11) ブレーキを有するものにあ

っては、ブレーキの調整に関す

ること。 

   また、前後輪両方にブレーキを

有するものにあっては、前ブレ

ーキのみで制動しない旨。およ

び、転倒につながる急ブレーキ

を避ける旨。   

(12)操作角度に制限がないものに

あっては、走行中に急ハンドル

操作をすると急制動となり、慣

性で前方への転倒や、ハンドル

バー端部を体にぶつけるリス

ク等が生じる旨。 

(13)夜間または暗所での使用を避

ける旨。 

(14)雨天、雪、強風、悪路走行時の

使用における注意。 

(15)保管上の注意事項（雨ざらし

にしないなど）。 

(16)部品交換できるものにあって

はそれに関する情報（交換用標

準部品など）提供。 

(17)SGマーク制度は、製品の欠陥

によって発生した人身事故に

対する補償制度である旨 

(18)耐荷重を含む仕様、性能等に

関すること。 

(19)適応乗員の情報（身長、体重、
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項目 基準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．組立説明

書 

年齢等）。 

(20)その他の形態に変更するもの

にあっては、形態変形後の SG

マーク制度の適用範囲を明記

すること。 

(21)製造事業者または販売事業者

の名称、所在地、電話番号。対

応可能な場合はホームページ

又は電子メールアドレスも記

載すること。 

 

3. 完全組立車で提供されないペ

ダルなし二輪遊具にあっては、

次の内容を含んだ適切な組立

説明書を添付すること。また、

組立説明書および付属工具類

は保管しておくこと。なお、一

般消費者が容易に理解できる

よう図で明示するのが望まし

い。また、特に注意を必要とす

る事項は、文字を大きくした

り、色別にするなどして、強調

することが望ましい。 

なお、取扱説明書と組立説明書

は一体となっていることを妨

げない。 

(1)パーツ構成および組立工程に

関すること。 

(2)組立状態の確認および調整に

関すること。 

(3)組立に必要な工具類に関する

情報の記載（同梱か否かも含め

て）をすること。なお、工具類

を同梱しないものにあっては、

汎用工具類で組立ができるこ

と。 

 

 


